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ガスシステム改革に向けた国民からの御意見 

（平成２８年１月２９日～平成２８年２月２２日） 
※個人情報等を除き、御意見本体について原文を掲載しております。 
 
御意見①（平成 28 年 2 月 19 日） 

参考資料 
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御意見②（平成 28 年 2 月 17 日） 
 
経済産業大臣 林幹雄 様 

一般財団法人 日本消費者協会 
理事長 松岡 萬里野 

 
 

「都市ガス自由化に伴うガス料金の経過措置」について 
 

 2017 年 4 月から都市ガス小売りも自由化されます。本年 4 月から電気小売事業も全面自由化され

ますが、電気料金については、「自由な料金メニューの設定が可能になるが、競争が不十分ななかで、

電気料金の自由化を実施すると、結果として電気料金の引き上げが生じてしまうおそれもあり、こ

のようなことのないよう消費者保護の経過的な措置として、競争が十分に進展するまでの間（少な

くとも 2020 年 3 月まで）は、現行の規制料金を存続させること」としています。 
しかし、ガスシステム改革小委員会での料金規制経過措置の審議のなかで、「経過措置料金は、他

の小売事業者や LP ガス、オール電化などといった他との適正な競争関係が認められない限り、需

要家保護の観点から、旧一般ガス事業者に課せられる例外的な措置である」とされています。 
 しかし、一般消費者が LP ガスやオール電化に切り替えるには多額の経済負担が必要で、賃貸や

共同住宅居住者は現実的にできません。また、地方などで、都市ガス事業者の参入がなければ、都

市ガス料金での競争原理は働きません。 
 このような状況の中で、他燃料との競争が激しい新築や大口消費者への低価格を回収するために、

交渉力のない従来の家庭や自営業者の都市ガス利用者のガス料金が値上げされても、他燃料に移行

することは事実上困難です。 
 以上の観点から以下のような制度設計を要望いたします。 
 
1、他燃料との競争状態を見てガス小売自由化の実施前に経過措置を外すのではなく、電力料金と同

じく、自由化実施後に都市ガス事業者間の競争状態が確認されるまでは、経過措置料金を維持する

こと。 
 
2、ガス料金の透明性を図るためにも家庭用ガス料金の価格表及び標準家庭ガス価格の公表を義務付

けること。 
 
3、都市ガスの料金規制を撤廃した後も、2.による都市ガスの料金値上げの実態を定期的に把握する

など恒久的なガス料金に関する事後監視制度を設けて、必要に応じて是正措置を講ずること。       

以上 
 
 
 



5 
 

御意見③（平成 28 年 2 月 18 日） 
 

経済産業大臣  林 幹 雄 様 

 

特定非営利活動法人コンシューマネット・ジャパン  

理事長 古賀 真子 

 

「小売全面自由化等の詳細制度設計について」の意見 

 

特定非営利活動法人コンシューマネット・ジャパンは、2014 年 10 月 23 日に経済産業大臣(当時)とガ

スシステム改革小委員会あてに、ガス自由化について、1.移行措置(経過措置)は原則必要とするととも

に、措置除外基準は消費者代表も含めた委員会で上限価格設定の導入も含めて決めること。2. ガス事業

の競争状態については、全国一律で判断するのではなく、各地域での競争状況を第三者的な立場から具

体的に監視する、消費者代表も含めた機関を設けて地域やガス調達形態などガス事業の実状に応じてキ

メ細かな判定基準の下に判断すること。3.料金改正は届出制ではなく、申請段階で料金の妥当性を検証

し是正できるようにすること等の意見を提出しています。 
2016 年４月からの電気小売業全面自由化に続き、2017 年 4 月からは都市ガス小売り事業の自由化が予

定されており、ガスシステム改革小委員会での検討がすすんでいます。 

電気小売業全面自由化においては、消費者保護のための経過的な措置として、競争が十分に進展する

までの間（少なくとも 2020 年 3 月まで）は、現行の規制料金が存続します。 

ガスの自由化においても、自由化による競争の活性化が、新規参入形態を含めたガス事業者の独創的

な経営戦略により、将来的にはエネルギー選択肢の拡大と低廉な料金の実現を望んでいますが、競争市

場が十分でない中での料金規制の緩和や撤廃は、料金値上げに対する事前の歯止めがなくなり『消費者

利益の阻害』になります。ガスシステム改革小委員会の、都市ガスの料金規制経過措置の審議では、『経

過措置料金は、他のガス小売事業者や、LP ガス、オール電化などといった他の財との適正な競争関係が

認められない場合に限り、需要家保護の観点から、旧一般ガス事業者等に対して課される例外的な措置

である』として、都市ガスは LP ガスやオール電化に変更できることから原則、料金規制ははずしてよい

という考え方が示されています。 

しかし、ＬＰガスやオール電化に切り替えるためには多大なコストがかかり、特に、集合住宅や賃貸

住宅においては他燃料への切り替えには困難が伴います。また、都市ガス事業者間の競争がない地域で

料金規制経過措置が解除されれば、実質的に都市ガスしか選べない消費者は、料金が値上げされても受

け入れざるを得ず、消費者利益を損なうこととなります。以下の点について要望いたします。 

記 

 

1．都市ガス事業者間の競争が確認されるまでは経過措置料金を維持すること。経過措置の解除にあたっ

ては、都市ガス普及率に大きな地域差が存在することから、事業者ごとではなく、市町村単位で行う

こと。 

3．すでに自由化している LP ガスにおける消費者の苦情等を勘案し、都市ガス事業者おいては、標準的

な家庭用ガス料金の価格表を開示するとともに、値上げ前には値上げ額・値上げ率、その理由などを

一定期間以上前に書面で交付することを義務付けること。 

4．料金規制を撤廃後も事後監視を置くこととし、消費者の利害を毀損するような小売行為があったとき

には、改善命令等を発令し、規制料金経過措置の再指定を行えるとすること。              

以上 
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御意見④（平成 28 年 2 月 19 日） 

 


